
各
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

保
険
税（
料
）の

　

納
税（
納
入
）通
知
書
の
送
付

　

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険

料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
税（
入
）通
知
書
等
を
次
の
と

お
り
送
付
し
ま
す
。

◎
納
税（
納
入
）通
知
書

◆
対
象　

保
険
税（
料
）を
普
通

徴
収（
納
付
書
・
口
座
振
替
）で
納

め
る
方（
10
月
か
ら
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
引
落
と
し
）に
切

り
替
わ
る
方
を
含
む
）

◆
送
付
時
期　

7
月
15
日（
水
）

※
第
1
期
の
納
期
限
は
7
月
31

日（
金
）で
す
。

◎
特
別
徴
収
開
始
通
知
書

◆
対
象　

特
別
徴
収
で
納
め
る

方（
10
月
か
ら
特
別
徴
収
に
切
り

替
わ
る
方
を
含
む
）

◆
送
付
時
期　

9
月
30
日（
水
）

※
来
年
度
の
4
・
6
・
8
月
の
保

険
税（
料
）も
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
変
更
納
税（
入
）通
知
書

　

7
月
以
降
に
、国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
方
、65
歳
の
誕
生
日

を
迎
え
る
方（
介
護
保
険
）、75
歳

の
誕
生
日
を
迎
え
る
方（
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
）

◆
送
付
時
期　

概
ね
加
入
月（
ま

た
は
誕
生
月
）の
翌
月

※
5
月
以
降
に
75
歳
に
な
る
方

は
、
4
月
か
ら
誕
生
月
の
前
月

分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
と
、

そ
れ
以
降
3
月
ま
で
の
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
を
納
め
ま
す
。

納
期
の
関
係
か
ら
同
じ
時
期
に

両
方
を
納
め
る
場
合
が
あ
り
ま

す
が
、保
険
税（
料
）は
月
割
り
計

算
し
て
い
ま
す
の
で
、重
複
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※
希
望
に
よ
り
、特
別
徴
収
か
ら

口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す（
介

護
保
険
料
は
除
く
）。
振
替
口
座

の
通
帳
と
届
出
印
を
お
持
ち
の

上
、問
合
先
で
手
続
き
く
だ
さ
い
。

れ
て
い
る
方
へ
、7
月
下
旬
に
被

保
険
者
証
と
新
し
い「
後
期
高
齢

者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」を
同
封
し
て
送

り
ま
す
。
診
療
を
受
け
る
際
に

医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、医
療

費
の
支
払
い
が
一
定
額
内
に
と

ど
ま
り
ま
す
。

　

な
お
、こ
れ
ま
で
申
請
し
て
い

な
い
方
で
左
記
に
該
当
す
る
方

は
申
請
く
だ
さ
い
。

○ 

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

で
あ
る
。

　

交
付
を
希
望
す
る
方
は
、後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
・
印
か

ん
を
持
参
の
上
、問
合
先
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先

本 

保
険
医
療
課 

☎
（21）
2
1
3
7

大 
生
活
環
境
課 

☎
（43）
9
2
1
6

藤 
生
活
環
境
課 

☎
（62）
0
9
0
3

都 

生
活
環
境
課 

☎
（29）
1
1
0
2

西 

生
活
環
境
課 
☎
（92）
0
3
0
7

岩 

生
活
環
境
課 
☎
（55）
7
7
6
2

平
成
27
年
度
国
民
年
金
保
険
料

　

免
除
申
請
受
付

　

平
成
27
年
7
月
〜
平
成
28
年

6
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料

の
免
除
申
請
は
、7
月
1
日
か
ら

受
付
を
開
始
し
ま
す
。

　

学
生
以
外
の
第
1
号
被
保
険

者
で
、前
年
の
所
得
が
一
定
基
準

以
下
の
場
合
に
は
、保
険
料
の
全

額
免
除
・
一
部
納
付
又
は
納
付
猶

予（
30
歳
未
満
の
方
対
象
）を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
退
職

（
失
業
）さ
れ
た
方
の
所
得
を
審

査
対
象
か
ら
除
外
す
る
退
職
特

例
免
除
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

年
金
手
帳
・
印
鑑
・
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
票（
退
職
さ
れ
た

方
）、代
理
申
請
の
場
合
は
、委
任

状
及
び
代
理
人
の
免
許
証
等
。

※
本
人
の
所
得
の
ほ
か
、世
帯
主

（
納
付
猶
予
は
除
く
）、配
偶
者
の

所
得
も
審
査
対
象
で
す
。

認
定
証
を
お
持
ち
の
方
に
は
更

新
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

た
だ
し
、介
護
保
険
制
度
の
改
正

に
よ
り
、こ
れ
ま
で
該
当
だ
っ
た

方
で
も
対
象
外
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

◎
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
利
用

者
負
担
軽
減
制
度

　

社
会
福
祉
法
人
が
運
営
す
る

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」、「
訪

問
介
護
」、「
通
所
介
護
」、「
短
期

入
所
生
活
介
護
」お
よ
び「
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
の
各

サ
ー
ビ
ス（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

を
含
む
）の
利
用
に
つ
い
て
、左

記
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、申
請

に
よ
り
利
用
者
負
担
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、問

合
先
に
申
請
く
だ
さ
い
。

①
住
民
票
上
の
世
帯
全
員
が
市

民
税
非
課
税

②
平
成
26
年
中
の
収
入（
遺
族
年

金
、障
が
い
者
年
金
等
の
非
課
税

年
金
お
よ
び
仕
送
り
も
含
み
ま

す
）が
単
身
世
帯
で
1
5
0
万
円
、

世
帯
員
が
1
人
増
え
る
ご
と
に

50
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下
で

あ
る
こ
と

③
預
貯
金
等（
有
価
証
券
を
含

み
ま
す
）
の
額
が
単
身
世
帯
で

3
5
0
万
円
、世
帯
員
が
1
人
増

え
る
ご
と
に
1
0
0
万
円
を
加

算
し
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と

④
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
等
に

扶
養
さ
れ
て
い
な
い
こ
と（
所
得

税
法
上
の
扶
養
と
な
っ
て
い
る

方
、医
療
保
険
の
扶
養
と
な
っ
て

い
る
方
は
対
象
外
）

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い

な
い
こ
と

※
世
帯
全
員
の
所
得
と
預
貯
金

等
の
状
況
の
申
告
が
必
要
で
す
。

通
帳
等
を
持
参
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先

本 

高
齢
福
祉
課 

☎
（21）
2
2
5
1

◆
問
合
先

本 

市 

民 

税 

課 

☎
（21）
2
2
6
3

大 

税　

務　

課 

☎
（43）
9
2
0
8

藤 

税　

務　

課 

☎
（62）
0
9
0
2

都 

税　

務　

課 

☎
（29）
1
1
0
1

西 

地
域
ま
ち
づ
く
り
課

 

☎
（92）
0
3
0
4

岩 

税　

務　

課 

☎
（55）
7
7
5
7

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

お
知
ら
せ

◎
8
月
か
ら「
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
」が
新
し
く
な
り
ま

す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
方
へ
、7
月
下
旬
に

新
し
い「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証（
今
回
か
ら
は
藤
色
）」を

お
送
り
し
ま
す
。（
保
険
料
の
納

付
状
況
に
よ
り
、お
送
り
で
き
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
）こ
れ
は
8

月
以
降
病
院
等
を
受
診
す
る
際

に
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、自
己
負
担
割
合
は
、平

成
26
年
の
住
民
税
課
税
所
得

1
4
5
万
円
を
基
準
と
し
、
基

準
未
満
の
方
は
1
割
、基
準
以
上

の
方
は
3
割
と
な
り
ま
す
。
た

だ
し
、
住
民
税
課
税
所
得
が

1
4
5
万
円
以
上
の
方
で
も
、平

成
26
年
の
収
入
が
左
記
に
該
当

す
る
方
は
1
割
に
変
更
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

○ 

後
期
高
齢
者
単
身
世
帯
：
収
入

3
8
3
万
円
未
満

○ 

後
期
高
齢
者
2
人
以
上
の
世

帯
：
収
入
合
計
5
2
0
万
円

未
満

※
該
当
者
に
は
、「
基
準
収
入
額

適
用
申
請
書
」を
送
付
し
ま
す
の

で
、関
係
書
類
・
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
・
印
か
ん
を
持
参

の
上
、7
月
31
日
ま
で
に
、問
合

先
へ
申
請
く
だ
さ
い
。

◎
8
月
か
ら「
後
期
高
齢
者
医
療

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」が
更
新
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、減
額
認
定
証
が
交
付
さ

※
26
年
度
に
全
額
免
除
・
若
年
者

納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ
、継
続
を

承
認
さ
れ
て
い
る
方
が
引
き
続

き
同
じ
免
除
申
請
を
希
望
す
る

場
合
、手
続
き
は
不
要
で
す
。

◆
問
合
先

本 

保
険
医
療
課 

☎
（21）
2
1
3
4

大 

生
活
環
境
課 

☎
（43）
9
2
1
6

藤 

生
活
環
境
課 

☎
（62）
0
9
0
3

都 

生
活
環
境
課 

☎
（29）
1
1
0
2

西 

生
活
環
境
課 

☎
（92）
0
3
0
7

岩 

生
活
環
境
課 

☎
（55）
7
7
6
2

栃
木
市
総
合
教
育
会
議

◆
日
時　

6
月
29
日（
月
）13
時

30
分
〜

◆
場
所　

市
役
所
本
庁
舎
2
階

2
0
1
会
議
室

※
会
議
は
原
則
公
開
で
開
催

◆
問
合
先

本 

総
合
政
策
課 

☎
（21）
2
3
0
5

高
齢
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

◎
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
の
交
付

　

要
介
護
等
認
定
者
が
老
人
福

祉
施
設
等
に
入
所
ま
た
は
短
期

入
所
す
る
場
合
、食
費
お
よ
び
居

住
費（
滞
在
費
）は
全
額
自
己
負

担
で
す
が
、左
記
の
要
件
を
全
て

満
た
す
場
合
は
申
請
に
よ
り
軽
減

さ
れ
ま
す
。

①
住
民
票
上
の
世
帯
全
員
が
市

民
税
非
課
税（
※
別
世
帯
で
も
、

配
偶
者
が
課
税
さ
れ
て
い
る
場

合
は
対
象
外
）

②
預
貯
金
等（
有
価
証
券
を
含

む
）が
単
身
1
千
万
円
以
下
、夫

婦
の
場
合
は
2
千
万
円
以
下
で

あ
る
こ
と（
申
請
の
際
に
預
貯
金

等
の
状
況
を
確
認
し
ま
す
の
で
、

申
請
者
名
義（
配
偶
者
が
い
る
場

合
に
は
配
偶
者
名
義
の
も
の
も

併
せ
て
）の
通
帳
等
を
持
参
く
だ

さ
い
）

③
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い

な
い
こ
と

※
有
効
期
限
が
7
月
末
ま
で
の

・ 

個
別
相
談　

9
時
45
分
〜
12
時

午
後
の
部

・  

受
付　

13
時
30
分
〜
14
時

・  

説
明
会　

14
時
〜
14
時
30
分

・  

個
別
相
談　

14
時
30
分
〜
16
時
30
分

※
個
別
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
受
付
時
間

中
の
受
付
が
必
要
で
す
。
説
明
会
終
了
後
、受

付
番
号
順
に
相
談
と
な
り
ま
す
。

※
7
月
29
日（
水
）以
降
は
、本 

高
齢
福
祉
課
ま

た
は
各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課
に
て
随
時
申

請
書
類
の
配
付
の
み
行
い
ま
す
。

◆
請
求
受
付　

表
2
の
と
お
り
申
請
を
受
け

付
け
ま
す
。

午
前
の
部　

9
時
〜
11
時
30
分

午
後
の
部　

13
時
〜
16
時
30
分

※
都
賀
・
西
方
地
域
に
つ
い
て
は
、
8
月
17
日

（
月
）以
降
、都 

西 

健
康
福
祉
課
窓
口
に
て
、随

時
受
付

※
8
月
27
日（
木
）以
降
は
、本
高
齢
福
祉
課
、

各
総
合
支
所
健
康
福
祉
課
に
て
全
地
域
随
時

受
付

◆
問
合
先

　
　

本 

高
齢
福
祉
課 

☎
（21）
2
2
4
1

　
　

大 

健
康
福
祉
課 

☎
（43）
9
2
0
3

　
　

藤 

健
康
福
祉
課 

☎
（62）
0
9
0
4

　
　

都 

健
康
福
祉
課 

☎
（29）
1
1
0
3

　
　

西 

健
康
福
祉
課 

☎
（92）
0
3
1
0

　
　

岩 

健
康
福
祉
課 

☎
（55）
7
7
8
0

　

先
の
大
戦
で
公
務
等
の
た
め
に
亡
く
な
ら

れ
た
軍
人
や
軍
属
及
び
準
軍
属
の
ご
遺
族
の

方
に
、戦
後
70
年
節
目
に
国
と
し
て
改
め
て
弔

慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、特
別
弔
慰
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

◆
支
給
対
象
と
な
る
要
件

　

4
月
1
日
時
点
で
、恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶

助
料
や
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
遺
族
年
金
を
受
け
る
方（
戦
没
者
等
の
妻

や
父
母
等
）が
い
な
い
場
合
、次
の
順
位
に
よ

る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給
。

■
順
位
■　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、

① 

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る

弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

② 

戦
没
者
等
の
子

③ 

戦
没
者
の（
1
）父
母（
2
）孫（
3
）祖
父
母

（
4
）兄
弟
姉
妹（
※
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を

有
し
て
い
た
か
等
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
よ
り
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
）

④ 

①
か
ら
③
以
外
で
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま

で
引
き
続
き
一
年
以
上
生
計
を
共
に
し
て
い

た
三
親
等
内
の
親
族

◆
支
給
内
容　

額
面
25
万
円
、5
年
償
還
の
記

名
国
債

◆
請
求
期
限　

平
成
30
年
4
月
2
日
ま
で

◆
説
明
会　

7
月
10
日（
金
）か
ら
表
1
の
と

お
り
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表2　請求受付
開設日 対象地区 会　場

8月 17日（月）栃木地区 市役所本庁舎3階正庁18日（火）

19日（水）
吹上地区 市役所本庁舎4階401会議室
大平東地区、大平西地
区（大平町富田） 大平健康福祉センター

20日（木）皆川地区、寺尾地区 市役所本庁舎4階401会議室
小野寺地区、岩舟地区 岩舟総合支所 会議室棟

21日（金）国府地区 市役所本庁舎4階401会議室
藤岡地区、三鴨地区 藤岡公民館

24日（月）

大宮地区 市役所本庁舎3階正庁
大平西地区（大平町西
山田・下皆川）、大平南
地区

大平健康福祉センター

25日（火）静和地区 静和地区公民館
26日（水）部屋地区、赤麻地区 部屋地区公民館

表１　説明会
開催日 地区 会　場

7月 10日（金）栃木 吹上地区公民館
14日（火） 大宮地区公民館
16日（木） 国府地区公民館
21日（火） 皆川地区公民館

藤岡 藤岡公民館
22日（水）栃木 寺尾地区公民館
23日（木） 市役所本庁舎

3階正庁
大平 大平健康福祉

センター
24日（金）岩舟 岩舟公民館
28日（火）都賀・

西方
都賀公民館
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